
令和５年４月１０日 

保護者の皆様へ 

呉市立警固屋中学校 

校長  坂井  峰子 

 

気象警報発表時の対応について 

 

 非常災害時の安全確保のため，呉市教育委員会の基本方針に基づき，次のように対応し
ます。皆様の御理解と御協力をよろしくお願いします。 

 

１ 登校前に，気象警報が発表された場合 

 

午前６時３０分の時点で，「呉市」に１つ以上の気象警報が発表さ
れている場合（注意報の場合は平常通り登校です） 

 

 

 

 

 

 

午前１０時までに 

警報解除 

 

 

 

 

午前１０時の時点で 

警報継続 

 

解除になった時点で，メール配

信で連絡をします。 

 

「○校時から授業を行う予定で
す。準備をして登校してくださ
い。」 

 

 

２ 午前６時３０分から始業時刻の間に，気象警報が発表された場合 

 

 

自宅にいる場合 

 

 

              自宅待機 

              （登校か臨時休業か１０時に判断） 

 

 

 

 

 

 

登校中 または 

登校している場合 

 

             学校待機，または安全を確認の上，
下校（家庭連絡を行う） 

 

３ 始業時刻後に，気象警報が発表された場合 

 （１）原則，気象警報が解除されるまでは下校させない。 

 （２）下校時刻の時点で気象警報が解除されない場合は，安全を確保して下 
   校させる。 

※ 波線部の安全を確保した下校の方法については，保護者の迎えを原則としますが，対
応が難しい場合は，気象状況を見ながら，教職員の見守り体制の下で下校をさせます。 

 

自宅待機 

臨時休業 

 

 

 

 

 


